
◎
行
政
書
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
〇
年
一
月
一
七
日
法
律
第
三
号
）（
衆
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
一
九
年
一
二
月
二
〇
日
・
衆
議
院
本
会
議
）

○
渡
辺
博
道
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
提
案
の
趣
旨
及
び
内
容
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

本
案
は
、
行
政
に
関
す
る
手
続
の
円
滑
な
実
施
及
び
国
民
の
利
便
向
上

の
要
請
へ
の
適
確
な
対
応
を
図
る
た
め
、
行
政
書
士
は
、
行
政
書
士
が
作

成
で
き
る
書
類
に
関
連
す
る
聴
聞
ま
た
は
弁
明
の
機
会
の
付
与
等
の
手
続

に
係
る
行
為
に
つ
い
て
、
弁
護
士
法
第
七
十
二
条
に
規
定
す
る
法
律
事
件

に
関
す
る
法
律
事
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
き
、
代
理
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
行
政
書
士
に
係
る
欠
格
事
由
、
懲
戒
、
罰
則

等
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
行
政
書
士
制
度
の
基
盤
を

強
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

本
案
は
、
本
日
総
務
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
委

員
会
提
出
の
法
律
案
と
す
る
こ
と
に
決
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
速
や
か
に
御
賛
同
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。

二
、
参
議
院
総
務
委
員
長
報
告（
平
成
二
〇
年
一
月
九
日
）

○
高
嶋
良
充
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
総
務
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま

す
。本

法
律
案
は
、
行
政
に
関
す
る
手
続
の
円
滑
な
実
施
及
び
国
民
の
利
便

向
上
の
要
請
へ
の
的
確
な
対
応
を
図
る
た
め
、
行
政
書
士
の
業
務
に
関
す

る
規
定
及
び
欠
格
事
由
、
懲
戒
、
罰
則
等
に
関
す
る
規
定
の
整
備
等
を
行

お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
衆
議
院
総
務
委
員
長
代
理
今
井
宏
君
か
ら

趣
旨
説
明
を
聴
取
し
た
後
、
法
改
正
の
趣
旨
と
改
正
に
伴
う
国
民
の
利
便

性
向
上
、
行
政
書
士
の
信
頼
確
保
策
、
電
子
政
府
の
進
展
に
向
け
た
行
政

書
士
の
役
割
、
行
政
書
士
の
司
法
制
度
参
入
へ
の
課
題
等
に
つ
い
て
質
疑

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

質
疑
を
終
局
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原

案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

（
注
）
衆
議
院
に
お
い
て
は
、
委
員
会
の
審
査
は
省
略
さ
れ
た
。
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